
「経営支援モデル事業」の取組について

福岡県飯塚中小企業振興事務所

平成３０年１月



経営基盤の強化

創業の促進

新たな事業展開の促進

● 中小企業の自主的な取組を促進
● 中小企業１社１社の成長段階に応じてきめ細かく支援
● 小規模企業の事業の持続的な発展を支援
● 地域の力を結集して支援

福岡県中小企業振興条例（平成27年10月16日公布・施行）

多様で活力ある成長発展

・創業希望者の確保及び育成
・創業者による事業計画策定の促進
・創業に必要な資金の円滑な供給

・経営基盤の強化に係る計画策定の促進
・事業活動を担う人材の確保及び育成
・事業活動に必要な資金の円滑な供給
・販路開拓の促進
・事業承継の円滑化の促進

・新たな事業展開に係る計画策定の促進
・新たな事業活動を担う人材の確保及び
育成
・技術の高度化の促進
・新たな商品及び役務の開発の促進
・アジアをはじめとする海外展開の促進

小規模企業の事業の持続的な発展
・事業の持続的な発展に係る計画策定の促進
・生産性の向上の促進

○ 中小企業の振興を総合的かつ計画的に推進するため、福岡県中小企業振興条例を制定。

基本的な考え方
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○ 平成２７年４月、県内４地域（北九州、福岡、筑後、筑豊）に地域中小企業支援協議会を設立。

地域における支援体制

地域の
金融機関

信用保証
協会

日本政策
金融公庫

【地域中小企業支援協議会】
連
携
（
課
題
を
解
決
）

専門家
（中小企業診断士協 等）

商工会議所・商工会
（経営指導員）

市町村中央会

中小企業振興事務所
（ 事務局 ）

中小企業
振興センター

商工中金

中小企業基
盤整備機構

よろず支援拠点（国）

工業技術
センター

福岡県事業引継ぎ
支援センター（国）

ＦＶＭ（フクオカベン
チャーマーケット）

福岡ＡＢＣ（福岡アジア
ビジネスセンター）

企業の身近なところできめ細かい支援 広域・複数の機関がチームで対応

■中小企業振興センター（福岡市）

に置いていた経営革新計画策定指
導員を４地域の協議会に配置

■女性相談員を４地域に配置し、女
性創業者を対象とした創業相談会

を毎月開催

■協議会メンバーが企業の課題や方

向性を協議し、事業計画の策定を
支援
■個別の機関では対応できない課題も

市町村域を超えた地域の専門機関
のノウハウを集めて解決

様々な課題にワンストップで対応

■４地域の中小企業振興事務所が
窓口となり、地域中小企業支援協議
会のネットワークを活用して、中小企業
の様々な課題に対応

特 徴
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事務局
飯塚中小企業振興事務所

直方商工会議所、飯塚商工会議所、田川商
工会議所、商工会連合会・広域連携拠点、
桂川町商工会、小竹町商工会、香春町商工
会、飯塚市、日本政策金融公庫、保証協会
筑豊支所、中小企業振興センター、中央会筑
豊支所

全体会議

幹事会

嘉麻商工会議所
宮若商工会議所
豊前川崎商工会議所

飯塚市商工会
嘉麻市商工会
若宮商工会
鞍手町商工会
添田町商工会
糸田町商工会
大任町商工会
赤村商工会
福智町商工会

嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町、田川市、川崎町、香春町、添田町、
糸田町、大任町、赤村、福智町

福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行飯塚・直方支店、福岡中央銀行飯塚支店、飯塚信用金庫、
田川信用金庫、福岡ひびき信用金庫、福岡県中央信用組合、横浜幸銀信用組合、商工中金福岡支店

飯塚研究開発機構、直鞍情報・産業振興協会、嘉飯桂産業振興協議会、
中小企業基盤整備機構九州本部、中小企業診断士協会筑豊地区部会、
九州北部税理士会筑豊地区協議会、福岡県弁護士会筑豊部会

56団体・機関

筑豊地域中小企業支援協議会の構成機関
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(個別ネットワーク)

課題に応じて最も適当な
機関に協力を依頼

支 援相 談

構成機関のネットワークでは
対応困難な課題

支 援

協議会の構成機関・協力
機関と一緒に支援

構成機関のネットワークで
対応可能な課題

協力依頼

対応機関から構成機関
に連絡

地域中小企業支援協議会による中小企業支援スキーム

○ 中小企業振興事務所は、案件に応じて適切な支援機関につなぐハブ機能を果たす。

・経営改善等専門相談員
・経営革新計画策定指導員 ４

＜商工会議所・商工会＞
・経営指導員による伴走型支援

＜金融機関・保証協会＞
・資金の供給

＜中小企業振興センター＞
・知的所有権、農商工連携、取引

＜福岡よろず支援拠点＞
・チラシ作成、飲食、理美容など幅広く対応

＜事業引き継ぎ支援センター＞
・事業承継、M＆A、承継候補者の紹介

＜中小企業再生支援協議会＞
・再生計画の作成、複数金融機関の調整

＜士業協会＞
・中小企業診断士、税理士 等

＜福岡アジアビジネスセンター＞
・海外展開支援アドバイザー

など

支援協議会の
構成機関・協力機関

中小企業

支援協議会の構成機関

支援協議会事務局
（県中小企業振興事務所）

・経営改善専門相談員
・経営革新計画策定指導員



経営支援モデル事業の取組み（平成27年度～）

各地域において、一つでも多くの成功モデルを創出し、県下全域へ拡大。

■ 各地域中小企業支援協議会において、構成機関が意欲ある中小企業を推薦し、重点支援企業として、集中的に支援。

筑豊地域 ７０社 （平成29年12月末現在）

（県内４地域合計 ４３０社）

重点支援企業とは

● 経営者が経営の改善及び向上に対する強い意欲を有している

● 現在の経営状況や経営資源等を前提に事業成功の可能性がある

● モデル企業の成功により地域の他企業への波及効果が見込まれる

現在の選定状況

企業情報の把握

・強み・弱み

・課題

・事業計画

・財務状況等

支援方策の検討

・企業の実態に応じて支
援チームを編成し、具体
的な支援方策を検討

支援の実施

・支援チームが連携して
支援を実施

進捗状況の点検

・支援チームで進捗状況
を随時点検

売上や
経常利益
の向上

５

事業の概要

支援の流れ



・・・・・・・・ 地域支援協議会が重点支援企業を選定。

・・・・・・・・ 強み・弱み、課題、事業計画、財務状況、メインバンク等を把握し「企業カルテ」を作成。

・・・・・ 主要取引先金融機関への情報提供を希望する支援企業については、企業名を金融

機関に情報提供し、支援への協力を求める。

・・・・・・・・ 支援企業の実態に応じて支援チームを編成し、具体的な支援方策を検討。

・・・・・・・・ 支援チームが連携して支援を実施。

・事業計画 （ビジネスプラン）の策定又はブラッシュアップの支援

・国や県の施策等を活用した事業計画の実行支援

※販路開拓、技術開発など総合的に協議会の構成員や協力機関が連携して支援

・・・・・・・・ 支援チームで進捗状況を随時点検 （年1回以上）

選定基準を満たさなくなった支援企業は、選定時と同様の手続きにより、支援打切りも可。

・・・・・・・・ 各協議会は、年１回、全対象企業について進捗状況（計画策定状況、売上高・経常

利益、雇用者数の増減等）を取りまとめて中小企業振興課に報告。

・・・・・ 中小企業振興課は４協議会の報告内容を取りまとめ、白書等を通じて公表。 ６

経営支援モデル事業の流れ

【支援チームの最小単位】
ａ.振興事務所（地域経済主幹）：全体調整、企業カルテ管理
ｂ.担当経営指導員：日常的に企業に接触、モニタリング
ｃ.経営改善専門相談員（または経営革新計画策定指導員）：専門的な指導助言
※支援実施にあたり必要な分野の専門家（金融機関、士業、よろず支援拠点、工技センター等）
を必要に応じ加え、チーム編成。

※金融機関等の推薦企業の場合は、原則として、bの役割は推薦機関が担う。

重点支援企業の選定

企業情報の把握

金融機関への情報提供

支援方策の検討

支援の実施

進捗状況の把握

進捗状況の報告

成果の取りまとめと公表


